
平成１３年度 施 策 別 取 組 方 向

部局名： 健康福祉部

施策番号 施 策 名

２３２ 保健・福祉サービスの充実

【２０１０年度の目標】
多様な主体による福祉サービスの展開により、高齢者や障害者などが、身体や生活の状況に

応じ、身近な地域で必要なサービスが受けられます。

項 目 基準年度の状況 年度実績 年度の目標1999 2001
( 年度の目標)2010

訪問介護員 ７８５人 １，９４７人 人 ( 人)2,275 6,100
（ホームヘルパー）数

短期入所生活介護（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）
高齢者､身体障害者､知的障 ８６４人分 １，３５３人分 人分 ( 人分)1,310 3,600
害者向け
精神障害者向け １か所 ２か所 ２か所 (３か所)

日帰り介護（デイサービス）
高齢者向け（デイケア含む) １０９か所 ２２１か所 か所 ( か所)200 550
障害者向け ８６か所 １０６か所 か所 ( か所)116 145

（小規模授産所を含む)

グループホーム・福祉ホーム・
通勤寮（生活ホ ム含む）ー
身体障害者､知的障害者向け １３１人分 １９１人分 人分 ( 人分)243 450
精神障害者向け ３０人分 ４６人分 人分 ( 人分)115 250
痴呆性高齢者向け ０か所 ７か所 か所 ( か所)1 20

介護老人福祉施設（特別養護 ３，９４０人分 ４，６１０人分 人分 ( 人分)4,760 5,300
老人ホーム）

介護老人保健施設 ２，５９３人分 ４，５９２人分 人分 ( 人分)4,700 4,700

身体障害者療護施設（入所） ３６０人分 ４１０人分 人分 ( 人分)470 540

知的障害者更生施設（入所） ９６０人分 １，１５５人分 人分 ( 人分)1,340 1,450

施設の個室化率 (新築･改築分）
介護老人福祉施設（特別 １０％ ３０％ ％ (同 左30 ）
養護老人ホーム）
身体障害者療護施設 － ５０％ ％ (同 左50 ）
知的障害者更生施設 － － ％ (同 左50 ）

１ 平成１１年度の取組
（１）平成１１年度の取組概要とその成果

養成研修の実施により 訪問介護員 ホームヘルパー 数は１ ９４７人で、 （ ） ， 、
目標に対し３１．９％となった。

短期入所生活介護（ショートステイ）の高齢者、身体障害者、知的障害者向
けの専用ベット数は１，３５３人分で、目標に対し３７．６％、精神障害者向
けは２ヶ所で、目標に対し６６．７％となった。

日帰り介護 デイサービス の高齢者向け デイケア含む は２２１か所で（ ） （ ） 、
目標に対し４０．２％、障害者向け（小規模授産所を含む）は１０６カ所で、
目標に対し７３．１％となった。

グループホーム・福祉ホーム・通勤寮（生活ホーム含む）の身体障害者､知



的障害者向けは１９１人分で、目標に対し４２．４％、精神障害者向けは４６
人分で、目標に対し１８．４％、痴呆性高齢者向けは７ヶ所で、目標に対し３
５．０％となった。

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）は４，６１０人分で、目標に対し
８７．０％、介護老人保健施設は４，５９２人分で、目標に対し９７．７％と
なった。

身体障害者療護施設（入所）は４１０人分で、目標に対し７５．９％、知的
障害者更生施設 入所 は１ １５５人分で 目標に対し７５ ％となった（ ） ， 、 ． 。7

平成１２年度からの介護保険制度実施に向けて、介護サービス基盤整備に全
力をあげた。その結果、制度導入時の目標であった高齢者保健福祉計画の１１
年度末目標については、概ね達成することができた。一方、ケアマネジャー等
の人材養成等の各種事業についても実施した。

（２）平成１１年度の取組に対する問題点

介護保険については制度の実施準備に集中した取組を行い、当初の目的を数
値的には達成できたが、限られた時間の中での対応であったため、県民への理
解あるいは対応が後手に回ったこともあり、質的な面で十分であったとはいい
きれない。

また、障害関係については、障害者計画により障者保健福祉圏域毎に目標を
定めて推進しているが、未充足地域に要件を満たした希望事業者がいない等の
理由により、進捗状況にばらつきが見られた。

２ 平成１２年度の取組と成果見込み

介護保険については、介護保険制度の円滑な実施、介護予防事業の実施によ
り、高齢者等が安心して生活できる環境を確保していく。中でも、介護予防・
生活支援事業を重要視し、市町村が行う事業に対して積極的に支援する。

障害関係については、障害者計画に基づき地域間バランスを考慮しながら施
設整備を図る。

これらの実施により、平成１２年度には、
訪問介護員（ホームヘルパー）数は、３，８９３人
短期入所生活介護（ショートステイ）の高齢者、身体障害者、知的障

害者向けの専用ﾍﾞｯﾄ数は１，４６６人分、精神障害者向けは２ヶ所
日帰り介護（デイサービス）の高齢者向け（デイケア含む）は２２８

か所、障害者向け（小規模授産所を含む）は１１９カ所
グループホーム・福祉ホーム・通勤寮（生活ホーム含む）の身体障害

者､知的障害者向けは２０７人分、精神障害者向けは８５人分、痴呆性高
齢者向けは１０ヶ所
介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）は、４，８１０人分
介護老人保健施設は、４，６９２人分
身体障害者療護施設（入所）は、４３０人分
知的障害者更生施設（入所）は、１，２３５人分

を確保できる見込みである。

３ 平成１３年度以降に向けての取組方向

① 民間社会福祉施設整備借入金利子補給の見直しを検討する。

② 民間知的障害児（者）施設に対する重度棟整備費特別助成の見直しを検討
する。



③ 介護保険制度の重要な業務を担うケアマネジャーに対し、現任研修を実施

し、より適切なケアプランが作成できるよう資質の向上を図る。

④ 利用者が質の高い介護サービスを受けられるよう、介護保険指定事業者の
研修及び指導、監査を通じて資質の向上を図る。

⑤ 利用者のサービスの選択と事業者の自主的なサービスの質の向上に資する
ため、介護サービスの評価制度を導入する。

⑥ 福祉制度の谷間にいる高次脳機能障害者（脳出血、交通事故等により脳に
損傷を受け、言語や種々の認知、記憶、情動等に障害の残った者）のリハビ
リテーションに取り組む。


